
予防・健康づくりの推進
〇PHR推進を通じた健康・健診情報の予防への分析・活用
2020年度に策定した⼯程に基づき、必要な法制上の対応を⾏うとともに、マイナポータルインフラを活⽤して本⼈が検診情報

を確認する際のデータのフォーマット等を整備。2022年度早期から、マイナポータルで提供する健診等情報を順次拡大。

医療・福祉サービス改⾰
〇医療費適正化に向けた地域の実情を踏まえた取組の推進
各都道府県において定めた第３期医療費適正化計画に基づき、住⺠の健康保持や医療の効率的な提供のため、医療費適正化の

取組を推進。計画期間（〜2023年度）の最終年である2023年度における計画⽬標の達成に向け、各都道府県において毎年度進
捗状況の把握、地域の課題・要因分析、対策の検討・実施といったPDCA管理を⾏い、その結果をHPに公表し、厚労省へ報告。
さらに、 2024年度から開始する第４期の医療費適正化計画に向けて、国と都道府県が⼀緒になって効果的なPDCA管理ができる

よう、法制化の対応も含め⾒直しに向けて検討。

〇国保財政の健全化に向け、受益と負担の⾒える化の推進
赤字決算補填等を目的として、2018年度に法定外繰⼊を⾏った354の市町村において、その解消期限や公費の活用等解消に向

けた実効的・具体的な手段が盛り込まれた計画を策定するよう要請。保険者努⼒⽀援制度における評価指標の⾒直し等により、
2023年度に200市町村まで減らすこととしていた前年の⽬標値を100市町村に⾒直すなど、その実⾏を推進。

〇後発医薬品の使用促進
後発医薬品の使用割合目標について、2020年９⽉の実績（速報値）は78.3%（目標は80%）であり、新たな目標について、

目標の達成状況や地域差等を踏まえ、年度内に結論を得る。その中で、後発医薬品も含めた、医薬品の適正使用に資するフォー
ミュラリガイドラインの策定や、後発医薬品使用割合の医療機関等の別の⾒える化についても検討。
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